
(その 1)

(ふ  り が な)   おかだひろしこうえんかい

1政 治 団 体 の 名 称  岡田広後援会
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【エラーチェンク済】

平成25年分
開催分)

政 治 団 体 の 区 分

項

体

体

部の 他 の 政 治 団 体 の 支

政

規

そ

そ

□

　

日

園

党

部

体

政

政

政

□

回

□

党   の   支

治 資 金 団

治資金規正法第18条 の 2第 1

定 に よ る 政 治 団

の 他 の 政 治 団

活 動 区 域 の 区 分

□ 2以上の都道府県の区域等 図 同一の都道府県の区域内

国会議員関係政治団体の区分

国 政治資金規正法第19条 の 7第 1項

第 1号に係る匡会議員関係政治団体

日 政治資金規正法第19条 の 7第 1項

第 2号に係る国会議員関係政治団体

公 職 の 候 補 者 (姓)  l名 )

の  氏  名 岡田   広

公 職 の 種 類 参議院議員

(現職・候補者の別) (現職)

公 職 の 候 補 者 l姓 ) (名 )

の氏名 (2人 目)

公 職 の 種 類

(現職・候補者の別)

公 職 の 候 補 者 l女生) (名 )

の氏名 (3人 目)

公 職 の 種 類

(現職・候補者の別)

資金管理団体の指定の期間

から

まで

(※複数の期間がある場合 2つめ以降の期間)

国会議員関係政治団体に関する
特例の適用期間

から

まで

(※複数の期間がある場合 2つめ以降の期間)

|:','|′
:|

ユキЪ
収 支 報 告 書

(

2主 た る事 務 所 の所 在 地

(アパート・マンション名)'

3代 表 者 の 氏 名

4会 計 責 任 者 の 氏 名

事 務 担 当 者 の 氏 名
(姓)

大塚

億 言舌)      03-6550-0414

(電話 )

(電話 )

水戸市見和2-198-11

幡谷

(姓)

助川

(名 )

典子

(姓 ) (名 )

祐一

(名 )

均 資金管理団体の指定の有無

有

無

□

日

公 職 の 種 類

(現職・候補者の別)

資金管理団体の届 (姓 )

出を した者 の氏名

(名 )



ｒ洸
【エラーチェック済】

収 支 の 状(そ の 2)

1 収支の総括表

2 収入項目別金額の内訳

42 095 155

250 000
4 804 843

37 540 312

42 345 155

(前 年 か ら の 繰 越 額 )

(本 年 の 収 入 額 )

支 出 総 額

翌 年 へ の 繰 越 額

収 入 総 額

0

0
金  額

数 (党費又は会費を納入した人の数)員

(1)個人の負担する党費又は会費

備 考

250 000
0

0

250 000

250 000
0
0

0

金 額

(う ち 特 定 寄 附 )

(イ)法人その他の団体からの寄附

(ウ)政 治 団 体 か ら の 寄 附

(ア)個 人 か ら の 寄 附

合 計  (ア 十 イ )

河ヽ 「計  (ア) 十 (イ) + (ウ )

(寄附のうち寄附のあつせんによるもの)

イ 政 党 匿 名 寄 附

(2)寄 附

ア 寄附 (イ を除く。)の区分

Z



【エラーチェック済】

(その 7)

1.個人

備  考職業 (又は代表者の氏名 )

寄附者の区分

住  所  (又は所在地)

(7)寄 附 の 内 訳

年 月 日金 額

250,000
250,000

寄附者の氏名 (又は名称)

そ の 他 の 寄 附

合 計

行番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 2

1 3

14

15

夢



【エラーチェック済】

(その13)

3 支出項 目別金額の内訳

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

考備

し

0

0

0

213555
8438044

0

23034
0

0

0

500467
6302494

983520
0

23034

額金

0

000100
1306823

ア 機 関 紙 誌 の 発 行 事 業 費

イ 宣 伝 事 業 費

ウ 政治資金パーティー開催事業費

ェ そ の 他 の 事 業 費

(4)調 査 研 究 費

交  付  金(5)寄  附

(6)そ の 他 の 経 費

′よヽ 計

計〈
口

(2)選 挙 関 係 費

(3)機関紙誌の発行その他の事業費

(2)光 熱 水 費

(3)備 品 。 消 耗 品 費

(4)事 務 所 費

/Jヽ 計

2政

(1),饂

動

動

費

費活

活

繊

治

(1)支 出 の 総 括 表

目項

1経

(1)人

費

費

経

件

常



【エラーチェック済】

(その14)

2.光熱水費

備 考
支出を受けた者の住所

(又は所在地)

水戸市見和2-198-11

項  目  別  区  分

支出を受けた者の氏暑
(又は名称 )

広和会

年 月 日

H25/12/80

(2)経常経費 (人件費を除く。)の内訳

金 額

100,000

0

100,000

支 出 の 目 的

電気料金

そ の 他 の 支 出

合 計

行番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 2

13

14

15

ダ



′ti ::|! 【エラーチェック済】

(その14)

3。 備品・消耗品費

備 考
支出を受けた者の住所

(又は所在地)

水戸市大塚町1852-1

水戸市力日倉井町668-3

項  目  別  区  分

支出を受けた者の氏名
(又は名称 )

茨城 トヨタ 自動軍水戸
赤壕店

タイヤサービス水戸イ
ンター店

年 月 日

H25/3/27

H25/3/28

(2)経常経費 (人件費を除く。)の内訳

金 額

3,650,000

24,780

7,350
3,682,130

支 出 の 目 的

車購入代

部品代

そ の 他 の 支 出

合 計

行番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 1

12

1 3

14

15

み



【エラーチェック済】

(その14)

4.事務所費

備 考
支出を受けた者の住所

(又は所在地)

水戸市柵町1-折 1

水戸市柵町1-舒1

水戸市見和2-198-11

水戸市見和2-198-11

項  目  別  区  分

支出を受けた者の氏暑
(又は名称 )

茨城県水戸県税事務所

茨城県水戸県税事務所

広和会

広和会

年 月 日

H25/5/9

H25/5/9

H25/12/30

H25/12/30

(2)経常経費 (人件費を除く。)の内訳

金 額

22,500

45,000

300,000

100,000

0

467,500

支 出 の 目 的

自動車税

自動車税

地代

電話代

そ の 他 の 支 出

△
ロ 計

行番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ク



ⅢⅢⅢ 【エラーチェック済】

(その15)

1.組織活動費

会議費

備 考
支 出を受 けた者 の住所

(又 は所在地 )

水戸市千波町2078-1

水戸市見和歩251-10

水戸市見和矛251-10

水戸市見和2-25卜 10

水戸市見和2-251-10

項  目  別  区  分

支 出を受 けた者 の氏名
(又 は名称 )

水戸プラザホテル

レス トランイイジマ

レス トランイイジマ

レス トランイイジマ

レス トランイイジマ

年 月 日

H25/1/26

H25/2/25

H25/3/8

H25/4/1

H25/9/2

(3)政治活動費の内訳

金 額

81,803

105,100

96,520

86,000

151,569

0

520,983

支 出 の 目 的

食事代

食事代

食事代

食事代

食事代

そ の 他 の 支 出

合 計

行番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

1 1

1 2

13

14

15

庁



【エラーチェンク済】

(その15)

4.宣伝事業費

印昂1費

備 考
支出を受けた者の生所

(又は所在地)

水戸市千波町2398-1

項  目  別  区  分

更出を受けた者の氏名

(又は名称 )

コトブキ印帰J鶴

年 月 日

H25/5/9

(3)政治活動費の内訳

金 額

25,200

0

25,200

支 出 の 目 的

封筒印刷代

そ の 他 の 支 出

△
口 計

行番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

1 1

12

13

14

15

7



【エラーチェンク済】

(その15)

4.宣伝事業費

看板代

備 考
支 出を受 けた者 の住所

(又 は所在地 )

項  目  別  区  分

支 出を受 けた者 の氏名
(又 は名称 )

年 月 日

(3)政治活動費の内訳

金 額

9,030
9,030

支 出 の 目 的

そ の 他 の 支 出

△
ロ 計

行番号

1

2

3

4

5

6

7

9

1 0

1 1

1 2

13

14

15

/♂



資 産 等 の 状 ‖況
【エラーチェック済】

(そ の17)

1 資産等の総括表

資 産 等 の 有 無

備 考径

日

□

日

日

有

日

□

□

□

□

□

資 産 等 の 項 目 別 区 分

ア 上 地

イ 匙 勉

ウ 笙勉2五五生旦地上立乙赳上整丞二上撞2宣佐整

エ ≧ 径 2伍 狐 盆 型 互 旦 と 運 ≧ 乙 塾 産

オ
亜 全 (

丞 lま

萱 迫 題 全 盈 び 当 座 重 全 と 底 重∝

廷 全 【 萱 通 産 全 と 底 重 に
芝
逆

力 全 鐘 仁 誕

キ 宜 赳 証 基

ク 旦 資 L± 全 整 ユ

ケ 貸旦盈 三生 2凌重盗 型 二 旦 二通 ≧ 全宣 旦 全

コ 童 払 童 近 と 全 医 述 型 互 旦 ≧ 逼 ≧ 乙 数 全

サ
取得の価額が100万円を超える施設の利用に関する権

ユ

シ 佐△ 童三 上金 盛 Ё盗 型 五 旦 二 逼盈 全 佐 △全

rr



【=ラ
エチェンク済】

(そ の18)

2 資産等の項 目別内訳

エ 取得の価額が100万 円を超える動産

備 考

項 目別区分

年 月 日

H25/3/27

資 産 等 の 内 訳

金 額

3,650,000

摘 要

自動車購入

行番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

1 1

1 2

1 3

14

1 5

/ 2



【エラーチェンク済】

(そ の20) 五
茜

善旦
圭
日

添付書類 (別添のとおり)

1 領収書等の写し

2 監査意見書 (政党本部及び政治資金団体に限る。)

図  3 政治資金監査報告書 (国会議員関係政治団体に限る。)

この報告書は、政治資金規正法に従つて作成 したものであつて、真実に相違ありません。

平成26年 5月  28日

政 治 団 体 の名 称  岡田広後援会

会計責任者の氏名  助川 均 鍮

代 表 1者 の 氏 名   (代表者については解散時のみ記入すること)

(印 )

/多



政治資金監査報告書

平成 26年 5月 27日

岡田広後援会

代表  幡谷 祐一 殿

登録政治資金監査人 魚
j

登 録 番 号 第 2306号

研修終了年月日 平成21年 2月 20日

1 監査の概要

(1)私は、政治資金規正法 (以下「法」という。)第 19条の13第 1項の規定に基づき、

岡田広後援会の平成 25年 1月 1日 から平成 25年 12月 31日 までの法第 12条第

1項に規定する報告書並びに当該報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書

等を徴し難かつた支出の明細書等及び振込明細書 (以下 「会計帳簿等の関係書類」と

いう。)について、支出に関する政治資金監査を行つた。

(2)この政治資金監査は、法第 19条の 13第 2項に定めるところにより政治資金適正

化委員会が定める「政治資金監査に関する具体的な指針」 (以下「政治資金監査マニュ

アル」という。)に基づき行つた。

(3)私の責任は、外部性を有する第二者として、国会議員関係政治団体の会計責任者の

作成 した会計帳簿等の関係書類について、政治資金監査マニュアルに基づき政治資金

監査を行つた結果を報告することにある。

(4)こ の政治資金監査は、岡田広後援会の主たる事務所において行つた。

2 監査の結果

私が実施 した政治資金監査の結果は、以下のとおりである。

(1)法第 19条の 13第 2項第 1号に規定する事項について、会計帳簿、明細書、領収

書等、領収書等を徴 し難かった支出の明細書等及び振込明細書が保存されていた。

(2)法第 19条の 13第 2項第 2号に規定する事項について、会計帳簿には、当該国会

議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載 され、かつ、当該国会議員

関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていた。

(3)法第 19条の 13第 2項第 3号に規定する事項について、法第 12条第 1項に規定

する報告書は、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴 し難かつた支出の明細書

等及び振込明細書に基づいて支出の状況が表示されていた。

(4)法第 19条の 13第 2項第 4号に規定する事項について、領収書等を徴 し難かつた

ぐ
ヽ



支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていた。

3 業務制限

岡田広後援会と私との間には、法第 19条の 13第 5項の規定に違反する事実はない。

また、岡田広後援会と政治資金監査の業務を補助した使用人その他の従業者との間に

おいても、同様である。

以上

一一一・・
一ヽ

一

ふ
＼


